
競争入札参加資格変更審査申請書の提出要領

長崎県出納局物品管理室

電話 095-895-2881

物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れ並びに庁舎及び道路の清掃並びに昇降機設

備保守点検の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに

資格審査申請の時期及び方法について定める告示（平成 17 年４月 26 日長崎県告示第 474
号、以下「告示」という。）の８競争入札参加資格変更審査申請が必要な場合に、関係法令

の定めに基づき、物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れにかかる当該入札参加資格

を有する法人・個人（以下、「有資格者」という。）又は当該入札参加資格を承継したい法

人・個人が当該申請書を提出する要領については以下のとおりとします。

１．提出が必要な場合

（１）合併、営業譲渡、相続等により組織の変更が生じたとき。

  これには、個人事業者が法人化する場合又は法人企業が個人事業者に転換する場合

も含みます。

また営業譲渡は、会社の場合、会社法でいうところの事業譲渡と同じです。

（２）会社分割制度（商法等の一部を改正する法律（平成 12 年法律第 90 号））による
   会社分割により組織の変更が生じたとき。

２．提出書類等

競争入札参加資格変更審査申請書（告示様式第８号）及び変更事由を証明する書類を以

下により添付してください。（変更審査申請書の提出に当たっては旧会社等の登録番号を必

ずご記入ください）

【添付書類】

（１）合併、営業譲渡、相続等により組織の変更が生じたとき。

ａ．法人については、次のうち変更事由に該当する書類を提出してください。

  ①新旧会社の商業登記簿謄本（写し）

  ※新会社：履歴事項全部証明書、旧会社：閉鎖事項全部証明書

  ②合併契約書（写し）

  ③合併契約書承認に関する総会議事録（写し）

  ④公正取引委員会への届出書（写し 但し該当がある場合）

  ⑤新旧会社の組織の変更を説明した書類

  ⑥相続を証する書面（除籍謄本、遺産分割協議書等の写し）

  ⑦その他、県が個々の変更事由を検討し必要とする書面

ｂ．個人については、変更事由に応じて上記 a.①～⑦に相当する書類を提出してくださ
  い。この内個人事業者が法人化する場合については、以下の書類を添付してください。



  ①新会社の商業登記簿謄本（現在事項全部証明書の写し）

  ②発起人会議議事録（写し）

  ③定款（登記に際し法務局へ提出したものの写し）

  ④その他、県が個々の変更事由を検討し必要とする書面

  また個人事業を相続する場合については、以下の書類を添付してください。

  ①相続を証する書面（除籍謄本、営業用資産に関する遺産分割協議書等）

  ※営業用資産の例 店舗の土地・建物、預貯金、機械設備・自動車、のれん

  ②その他、県が個々の変更事由を検討し必要とする書面

（２）会社分割制度による新設分割または吸収分割により組織の変更が生じたとき。

  ①新旧会社の商業登記簿謄本（写し）

  ※新会社：履歴事項全部証明書、旧会社：履歴事項全部証明書

  ②分割計画書（写し）又は分割契約書（写し）

  ③会社分割に関する株主総会の議事録（写し）

  ④その他、県が個々の変更事由を検討し必要とする書面

３．申請後の処理

申請書受理後、競争入札参加資格の承継の可否を書面にて通知します。

資格承継を県が認めた場合には、資格審査申請事項変更届（告示様式第７号）を提出して

ください。※届出項目に漏れがないよう変更届の提出要領を参照のこと。

４．その他

  ①変更審査申請書の提出をしていない場合、提出しても資格承継を県が承認していな

い場合には、入札に参加することはできませんので十分ご注意下さい。

  ②合併・分割に当たり簡易合併・分割により手続きしている場合、合併・分割の一方

が他方の１００％子会社である場合、上記（１）、（２）の添付書類による必要がな

い場合もありますので、下記まで事前にご相談下さい。

  ③その他、ご不明な点は下記までお尋ね下さい。

☆各要領・様式等は下記のアドレスよりダウンロードできます。

要領：https://treasury.pref.nagasaki.jp/youkouproof.php
様式：http://treasury.pref.nagasaki.jp/youkou/yousikipanel.html


